
第24回 がん対策推進協議会
座 席 表

日時 :平成23年 9月 9日 (金 )14:00～ 17:00
場所 :厚生労働省 9階 省議室 (東京都千代田区霞が関 1… 2…2)

天

Fヨ           ][

言     [
花井 委員

原 委員

保坂 委員

本田委員

前川委員

前原 委員

員島委員

松月委員

松本 委員

堀田参考人

医政局
研究開発振興課

上田委員

江口委員

嘉山 委員

川越 委員

北岡 委員

田村 委員

中川 委員

中沢 委員

野田委員

片木 参考人

直江 参考人

文
部
科
学
省

学
校
健
康
教
育
課
長

経
済
産
業
省

医
療
・福
祉
機
器

産
業
室
長

事

　

務

　

局

が
ん
対
策
推
進
室
長

健

康

局

長

文
部
科
学
省

医
学
教
育
課
長

文
部
科
学
省

先
端
医
科
学
研
究

企
画
官

医
薬
食
品
局

審
査
管
理
課

事  務 局

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎◎◎◎ ◎ ◎  ◎



第 24回がん対策推進協議会議事次第

日 時 :平成 23年 9月 9日 (金 )

14:00～ 17:oo
場  所 :厚生労働省省議室 (9階 )

議 事 次 第

1 開  会

2議  題

(1)平成 24年度予算要求に係る意見書について (報告 )

(2)が ん教育に関する意見について (報告 )

(3)小児がん、緩和ケア専門委員会からの報告に関する意見について (報告 )

(4)がんの手術、放射線療法に関す る意見について

(5)そ の他

3 意見聴取           ,
・化学療法・ ドラックラグについて

ア.化学療法について (直江参考人)

イ.ドラッグ・ラグにつぃて (片木参考人)

ウ.新たな治験活性化 5ヶ 年計画 (医政局研究開発振興課 )

工.未承認薬・適応外薬解消に向けての検討について (医薬食品局審査管理課)

オ.化学療法 (ド ラッグ・ラグを含む)(堀 田参考人)

【資 料】
資料 1 がん対策推進協議会委員名簿

資料 2 平成 24年度予算要求に係るがん対策推進協議会意見書 (案 )

資料 3 がん教育に関する委員からの意見のまとめ

資料4 小児がん専門委員会報告書に関する委員からの意見のまとめ
資料 5 緩和ケア専門委員会報告書に関する委員からの意見のまとめ
資料 6 がんの手術 。放射線療法に関する委員からの意見のまとめ

「  資料 7 直江参考人提出資料

資料 8 片木参考人提出資料

資料 9 「新たな治験活性化 5カ年計画」の概要について

資料10 未承認薬・適応外薬解消に向けての検討について

資料11 堀田参考人提出資料

参考資料 1 今後の小児がん対策のあり方について (小児がん専門委員会報告書)

参考資料 2 今後の緩和ケアのあり方について (緩和ケァ専門委員会報告書))

田村委員提出資料 がん治療専門医の確保に向けての提言
中川委員提出資料 放射線治療に関する参考データ
がん対策推進協議会                             .
患者関係委員有志提出資料 セカンドオピニオンに関する患者の意識について
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平成24年度予算要求に係るがん対策推進協議会意見書 (案 )

平成 23年 9月 9日

がん対策推進協議会

がん対策推進協議会は、「がん対策推進基本計画J(平成 19年 6月 閣議決定)の見直しにらぃて、現在、
精力的に審議を重ねてきているところである。

次期がん対策推進基本計画を推進するにあたり、平成24年度予算として必要な措置を以下のとおり意
見書として取りまとめる」

1´ がん対策全般に対する事項

・ 厳しい財政状況を背景に、がん対策予算においてもシーリングを前提とした予算措置がされてきたが、
がんは国民の2人に1人が罹患するとされる国民病であり、国民の健康において依然として大きな脅威で
あることから、弾力的な予算措置をもとにがん対策予算の増額を行うこと。

2平 成 24年度概算要求に新たに盛 り込むべき事項

(1)放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成
・ がん治療に付随する日腔や呼吸器合併症のリスクを減らすための回腔ケアについて、がん専門病院
の医療者による一般歯科医に対する講習会等を行い、安心して歯科治療が行えるように患者、歯科
医師、がん主治医による連携システムを構築する。そのために必要な情報共有ツールの開発に要す
る予算措置を行うこと。

・ 高齢がん患者を対象に、手術前、薬物療法前に一定の手順に則つた全体像の把握をおこない、有
害事象の発JI~を予測し、高齢がん患者における治療安全性を高める方法を確立するための治療前総
合的機能評価に必要な予算措置を行うこと。

・ 現在、化学療法を受けている患者のもつともつらい日1作用の一つは脱毛である。その予防に対する
研究の推進に予算措置を行う。

(2)緩和ケア

・ 我が国におけるがん患者の在宅緩和ケアの問題点を明らかにするために、自宅療養期FH3・ 医療費・

医療内容などの実態調査と不足している支援体制の調査に必要な予算措置を行うこと。
'がん患者・家族が住み慣れた地域において切れ目のない緩和ケアを受けられるように、がん診療連
携拠点病院と地域内の在宅緩和ケアを専門とする診療所等の連携強化を目的としたネットワークを構
築することに必要な予算措置を行うこと。

(3)がん医療に関する相談支援及び情報提供

・ ピアサポート(患者・家族による相互支援)の実態把握及びその効果の検証、ピアサポートに関わる

既往文献の収集・整理及び相談支援センターとピアサポーターによる連携モデル事業の実施に必要

な予算措置を行うこと。
・ がん患者や家族、経験者からの相談に24時間十分対応できる(ワ ンストップ)全国コールセンターの

設置に必要な予算措置を行うこと。

(4)がん登録

・ 全国のがん登録を実施する医療機関における、院内がん登録の登録作業の効率化と地域がん登録
との共通化を目的とした院内がん登録データベースシステムの開発に必要な予算措置を行うこと。

・ 地域がん登録の情報を活用し、がん対策に必要な情報を迅速に提供するため、罹患率計測の迅速
化等に対応した新たな標準データベースシステムの開発に必要な予算措置を行うこと。

(5)がんの予防

・ たばこ等の健康影響と必要な対策について国民が正しい理解を深め、自己決定能力と政策支援能
力を高め、がん予防政策に関する情報収集・発信に必要な予算措置を行うこと。

(6)がん研究

・ 各種がんに対する標準治療の進歩につながる集学的治療開発の研究者主導臨床試験を推進し、
がん診療連携拠点病院における臨床研究コーディネーター(cRC)やデータマネージャーを充実させ、
がん診療連携拠点病院における研究者主導臨床試験の実施基盤・強化を図るために必要な予算措
置を行うこと。

・ 第 3、 4相試験による標準治療法の確立をめざした研究者主導臨床試験を行う多施設共同研究グル
ープの整備を進め、標準治療の開発を進めるためのがん共同研究グループ整備に必要な予算措置
″テうこと。

(7)/1ヽ児がん
。平成19年度より施行された現在のがん対策推進基本計画では、小児がん対策が盛り込まれておら

ず、小児がん医療の質の向上や、患児・家族,経験者の診療やフォローアップ支援体制の整備が不

十分であることから、小児がん拠点病院(仮称)を整備し体制強化を図るために必要な予算措置を行う
こと。

・ 小児患者等に対する緩和ケア講習会の実施体制の整備を図り、小児にも対応できる認定看護PIT、

薬剤nTをはじめ、子どもの心理社会的支援をおこなう職種などの養成を図るために必要な予算措置を

行うこと。

・ 小児。若年がんふ者の長期にわたる繰り返し治療を、出来る限り「生活の場」に近い環境で行う事に
より、患者のQOLを長期にわたつて高品質に保つため、患者家族の負担を軽減する必要があることか

ら、小児・若年がん患者に対する治療環境改善のため、①病児教育の充実、②病診連携、病病連携
の緻密化とシステム化、③先端医療のシステム化、④支持療法の開発と一般化に関するガイドライン

を作成するとともに、相談支援センターに社会福祉士などの療養生活コーディネーター設置に必要な

予算措置を行うこと。
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3既 定予算の活用等を行い充実強化すべき事項

(1)放射線療法及び化学療法の推進並びに医療従事者の育成

・ 放射線療法に関わる放射線治療医・医学物理士・診療放射線技師、化学療法に関わるがん薬物療

法専門医・血液内科医、がん治療認定医、外科医、病理医、小児がん専FЧ 医、がん看護に関わる専

F弓・認定看護師、がん薬物療法認定薬剤師など、専F5医療者の育成に係る予算措置を行うこと。
・ 文部科学省が実施しているがんプロフェッショナル養成プランについて、医療人の育成には長い期

間が必要とされることから、必要な見直しを行つた上で、必要な予算措置の継続を行うこと。

・ ドラッグ・ラグの解消に関して、過年度に実施されてきた未承認・適応外医薬品解消検討事業費等の

内容を受け、コンパッショネート・ユースの導入、未承認薬を用いた研究者主導臨床試験を行う施設ヘ

の財政的支援、支持療法薬のラグの解消に向けた検討などに必要な予算措置を行うこと。

・ ドラッグ・ラグの解消や先進治療がどこで受けられるかなどの情報発信、また、治験や国際共同臨床

試験などが円滑に進むための体制整備を推進するため必要なシンポジウムの開催及び患者アンケー

トを行うのに必要な予算措置を行うこと。

・ 抗癌剤治療などの効果や早期がんでの鏡視下手術の増加に伴い、より高度な外科手術の提供およ

びチーム医療の確立が必要であり、これらを潤滑に行うための、セミナーや講習会、人事交流などに

必要な予算措置を行うこと。
,治療法の選択やセカンドオピニオンの実施に関わる実態把握に必要な予算措置を行うこと。

(2)緩和ケア

・ 現在実施している緩和ケア研修等事業、コミュニケーション研修事業、リハビリテーションに関する研

修事業及び都道府県が実施している緩和ケア研修等について、研修の実効性を向上させるために基

本的緩和ケアカリキュラムを必修化し、実習等研修内容及び対象者の増員や内容の拡充図るとともに、

必要な予算措置の継続を行うこと。

(3)在 宅医療

・ 病院診療所連携及び診療所間の連携などにより、24時間体制で在宅のがん患者を往診してくれる

医療機関の充実するために必要な予算措置を行うこと。

(4)診療ガイドラインの作成

・ 科学的根拠に基づいて作成可能な希少がんを含む全てのがんについて、関連学会等が策定してい

る診療ガイドラインの作成及び改訂に必要な財政支援を継続するとともに、新たに、支持療法、精神

ll■瘍学、社会学等のガイドラインの策定に必要な財政支援を行うこと。

(5)がん医療に関する相談支援及び情報提供

・ がん診療連携拠点病院に設置されている相談支援センターについて、相談員の配置に対する拠点

病院のインセンティプを確保するとともに、がん患者団体やいわゆるピアサポーターとの連携を図るた

めに必要な予算措置を行うこと。

・ 医療・介護・福祉・がん患者団体などの地域医療資源が連携し、包括的ながん患者支援を行うため

‐
3・

の地域統括相談支援センター事業に必要な予算措置の継続を行うこと。

・ 放射線治療や緩Illケアに関し、啓発冊子の作成 .配布を行うとともに、インターネットなどを活用して

十分な情報提供するのに必要な予算措置を行うこと。

(6)が ん登録

・ 地域がん登録を実施している都道府県の登録センターの機能強化及び国民への啓蒙・情報提供に

必要な予算措置を行うこと。

(7)がんの予防 (がん教育)

・ 国民の2人に1人ががんにり息するとされていることから、がんや医療、いのちに関する教育の充実を

図り、啓発教材の作成と配布など、がんに関する教育の推進に係る必要な予算措置を行うこと。
・ 放射線被ばくと発がんに関する啓発と学校教育を行うこと。

・ コマーシャルでの受動喫煙防止や啓発など世間全般の意識にlllきかけるのに必要な予算措置を行

うこと。

・ 地方公共団体が受動喫煙防止施策を積極的に展開できるための、制度づくりとそれに必要な予算
措置を行うこと。
. 基礎研究の分野で数多くのがん予防に関する研究が行われており、生活の中でがん予防を実施す
る者との意識のずれが大きければ、がん予防方策を立てても実現することはないことから、がん予lltや

その研究に関する国民の意識調査を行い、基礎研究の立脚する土台を画―するために必要な予算
措置を行うこと。

・ 子宮頸がんワクチンの効果及びがん検診との併用による発症リスクの軽減など、国民に対し正しい情

報を発信し、予防接種率とがん検診の向上をはかるとともに、子宮頸がん予防接種助成の地域格差
をなくすために必要な予算措置を行うこと。

(8)がんの早期発見

・ 国の補助事業であるがん検診推進事業について、対象となるがん種、対象年齢、検診方法などにつ
いて、科学的根拠に基づいて実施するとともに、がん検診の精度管理、受診対象者及び要精検者ヘ

の市田r村が行う個別勧奨についても必要な予算措置の継続を行うこと。
・ 都道府県の生活習慣病検診管理指導協議会委員と個別検診担当医師を対象に、がん検診に関す
る精度管理と受診率向上策に関する講習会の開催及びと講習会の評価を行う予算措置を行うこと。

・ 女性の社会進出や定年延長に伴い職域でのがん検診の重要性が高まっていることから、企業と連
携したがん検診施策を支援する予算措置の継続を行うこと。

〈9)がん研究
ヽ臨床試験や臨床研究への公的資金の増額、特に難治がん・希少がん。日本人に特有のがんやがん

遺伝子に関する研究と臨床試験ネットワーク、臨床研究に関わる専門職の育成、がんに関わる心理・

社会学的研究など、がん患者の受ける医療の向上に資する研究に必要な予算措置を行うこと。
・ がんの原因究明.本態解明から個別化予防・個別化医療の実現に資するために、国家的プロジェク

トとして、地域住民を対象とした30万 人規模の次世代分子疫学コホートを構築し、20年以上の長期迫
跡を継続する研究を実施するための次 LI代大規模分子疫学コホート研究の体制整備に必要な予算
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柑置を行うこと。

(10)その他

・ がん患者が日常生活面で感じている不便さを明らかにし、国民的な取り組みとして、がん患者が暮ら
しやすい社会づくりを進めるための基礎資料とするため、大規模調査を実施するために必要な予算措
置を行うこと。

・ がん息者を診療する医療機関の給食実態を把握し、がん患者の疾病別の特別メニューの共通項目
を抽出し、メニュー開発、がん患者の“食の楽しみ"と“栄養改善"を満足する個別給食メニューの標準
化を図7」ために実施するがん病態別個別医療食全国調査を実施するために必要な予算措置を行うこ
と。

・ がん診療連携拠点病院の整備と機能強化に関連し、拠点病院の診療や相談支援体制の充実だけ
でなく、がん治療を行つている非拠点病院や地域の中小病院、患者家族の生活を支える診療所等と
の連携を促進し、患者家族に適切な治療・支援がとぎれなく提供される体市」づくりを促すために必要
な予算措置を行うこと。



がん教育に関する委員からの意見のまとめ

1 がん教育の現状と課題 ～無関心とがんに関する知識の不足～

0  国民の2人に1人が罹患し「国民病」と言われる疾患であるにもかか
わらず、健康な時からがんについて学ぼうという意識は高いとは言えな
い。多くの患者が「他人事だと思っていた」「無関心だった」と言い、
告知されて慌てる例は少なくない。そのために自分に合った治療法や療
養生活の選択がうまくいかないケースもある。(松本委員)

0  多くの住民の認識の実態としては、がんの人は身近にいても、「自分
には関係ない病気だと思っているので、検診は受けない」、「自党症状が
ないから大文夫、健康だと思っている」、「がん検診を受けて異常が見つ
かつたら怖いから検診は受けたくない」、「要精密検査になっているが、
以前も受けて異常なしだったので受ける必要性を感じない」「何年も検
診受診していて、異常なしだったので、もう検診は受けなくても大文夫
と思っている」「がん=死亡J「がん療養=制限の多い生活」などマイナ
スイメージが強いので、そのような認識を変えていく地域活動 (教育)

が必要であると考えている。(北岡委員)

0  正しい知識がないことが偏見や差男1につながり、それが患者・家族の
精神的苦痛や、社会的苦痛を生む恐れも考えられる。(松本委員)

0  がんは二人に一人がかかるェ国民病」であるにもかかわらず、義務教
育におけるがん教育が不足していることで、小児力やん患者を含む力ぐん患

者に対する偏見のみならず、小児がん患者の医療機関への受診の遅れ、

診断と治療の機会喪失にもつながっている。教育関係者の間での、小児
がんを含むがんに対する理解不足や誤解もしばしばみられる。 (天野委

員)

2  教育の対象者について

① 教育の対象者を考える際の課題
0  がんに関してどのようなことをどのような対象者 (タ ーゲット)に教

育する必要性があるのか明確になっていないように思う。
● _がんに関する教育を推進するためには、誰に対して何を教育するのか、

またそのために必要なものは何かといった全体のストラテジーを明確
にしておく必要がある。対象については、①医療関係者②がん患者・家
族・支援者③がんになっていない成人④成人になる前の学校教育― の
4段階があると考えられ、それぞれのカテゴリーで教材・教育内容をど

0
●

うするか、誰が教

〈必要もあるのでlJな いか。(本田委員)

市町村現場で働く保健師の立場から言えば、がん検診の有効な年代層
の国民に対し、認識を変えていくような取り組みをしないと、今後、益々

がん患者が増え、その対策に追われていくようになるのではないかと思

う。

教育の対象者について考えられる対応

教育により、優先的に認識を変える必要があることを「協議会Jと し
て明確にし、有効な対象者を明確にする必要性がある。
一人ひとりが自らの健康を意識し、自分にとって適切な対処・選択が

できる国民を増やしていけるように、国と地域で計画的な取り組みが必
要。

有効な対象者を明確にする。小学生・中学生・高校生・国民全体?
子どもに対する健康教育では、現状の子どもたちの課題は何なのかを

明確にし、自分の健康を守るために必要最低限の知識を教えるのか、広

く一般的な情報を教えるのか、間違つた認識を変えるために正しい情報

を教えることが必要なのか検討が必要。 (以上、北岡委員)

0 1国 民病■であるがんは国民全体で支えることが基本である。その為、
社会人教育では対象を一般社会人、がんサバィバー、医療従事者に分け
て教育を具体化する必要がある。(上田委員)

立_ 教育関係者の間での、小児がんを含む力|んに対する理解不足や誤解を

払拭することを目的として、保健体育教員や養護教論を含む学校関係者
への研修プログラムを検討する。(天野委員)

0  がん教育は、「がんに関する児童・生徒を対象とした学校での教育J

と定義し、大人にたいしては、「がん啓発」と用語を区別すべきである。

(中 川委員)

3 学校におけるがん教育

① 学校におけるがん教育の現状

0  学校におけるがんに特化した教育は、現状なされていない。生活習慣

病との関連で付録として扱われているにすぎない。(花井委員)

0 現在、小・中・高で授業として教科書を使ったがん教育は行われてい

ない。(前川委員)

立_ NPO団 体や有識者が小・中学校へ出向き、いのちの授業形式で、単

発的な教育が行われている。各学校tそれぞれの方針に任せている。(前

‐
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川委員)

0  学校教師への講演などから、教師にがんに関する知識が乏しいことが

確認されている。(中 ,ll委 員)

② 対象者と実施時期に関して

0  学校等で「がん教育」を行い、若年から正しい知識を身につけられる

ようにする。(松本委員)

0  疫学的視点から鑑みれば、予防教育という位置づけからも今後のがん

対策において、義務教育段階からのがん教育を推進していく必要がある。

「推進も重要」ではなく、推進していくことが喫緊の課題である。がん

の知識は、大人になれば熟知できるわけではなく、「学習の適時性」力く

示しているように発達段階に応じた学びが有効なのである。(花井委員)

0  がん教育は理解できる小学校低学年より、家族とともに教育すること

が必要。大学生、成人では遅すぎる。(田 村委員)`教育内 毎ヽ
=こ

し、教

育時期fこ関する■意見あグノ

●_ 各がんの発症年齢 (多発年齢 )、 がん検診の意義と対象となる年齢、

発がん因子 (喫煙、肥満など)予防 (ワ クチンなど)について、4ヽ 学生

高学年または中学生を対象として、保健体育の授業で教育を行う。(原

委員)

●  細胞分裂や遺伝子に関する知識が、がんを理解する上で重要である他、

子宮頸がん予防ワクチンの接種時期との兼ね合いもあり、がん教育は中

学生を対象とすべきである。(中 川委員)

③ 保護者や家族に対する教育の効果について

0  子どもの教育をきつかけに、親世代も関心を持ち正しい知識を身につ

けることを期待する。(松本委員)

0 子どもが学ぶことにより親への逆世代間伝達の効果があるという報

告も示されており、大人への予防教育に一役つながる可能性もある。し

たがつて、医療と教育の新たな協働モデルとして取り組むべき課題であ

ることを強調しておきたい。

●  育児世代のがん教育をPTA活動、あるいは企業内研修などにおいて取

り入れるよう推進する必要がある。 (以上、花井委員)

0  がん教育実施後、多くの生徒が、学んだことを親に伝えたいと述べた。

(中川委員)

④  学校教育について考えられる対応

0  学校等で「がん教育」を行い、若年から正しい知識を身につけられる

ようにする。(松本委員)

0  小学生高学年または中学生を対象として、保健体育の授業で教育を行

う。(原委員)

0  文科省で、教育カリキュラムに入れ、がん教育を必修とする。国を挙

げての施策にすべきである。(前川委員)

0  「保健」などのカリキュラムに、がん教育を相当時間盛り込むべきで
あるが、時間の限られている保健の学習の中では限界があるため、生物
学やがんの研究といった事項もとりませて楽しみながら学習する。(花

井委員)

0  学生が自然科学 (医学生物学)に対する興味や関心を持つ契機として

のがん教育の重要性。(科学的ながん医療・医学を教材として、医学生

物学の研究の面白みや広がりを教育)(上田委員)

0  保健体育の、理解しづらい内容の教科書を一IJI(改訂)し、がんにつ

いての項目を入れる。教科書改訂が 10年 に 1度で無理であれば、映像
で視覚に訴えるがん教育を行う。(前川委員)

0 がんについて、日本人の2人に 1人が罹患している現状、がんの発生

と原因、うつる病気ではないこと、予防や早期発見の意味、がんになっ

ても社会人として役割を果たし、希望を持つて生きていることなどを学
べるよう、保健体育や社会問題として教科書の中で扱う、もしくは副壺
本を作成する。さらに、どのような形で授業を行い、全国に普及させて
いくかを検討するためにも、まずモデル授業などを実施していく。(本

田委員)

0  教科書に記載された内容はタイムリーな内容となっていないため、教

科書以夕ヽの親しみやすい教材が必要。

●  文J科学省の制作協力を得たがん教育用アニメを活用すべきである。

(以上、中川委員)

0  特別活動や総合的な堂貿の中で取り組みを広げていくことも必要。

(花井委員)

0  小 。中・高の子どもたちに対して:健康教育の時FRl拡 大を確保できる

よう、次期学習指導要領を改正することについて検討が必要。 (北岡委

員)

0  教育プログラムについて、患者や家族など当事者が参画して検討する。
(松本委員)

0  学校保健会とがん関係学会が協力し、がん医療の専門家が学校医に対

してがん教育を施し、学校医が学童 :生徒に対してがん教育を行う仕組
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みを構築するべきで』る。(保坂委員)

4 教育の内容について

① がん全般に関して必要な項目

0  日本人の 2人 に 1人が罹患している現状。 (本田委員)

0  他の生活習慣病と同じく身近な病気であること。(北岡委員)

0  各がん種の発症年齢 (多発年齢)。 (原委員)

0  がんの発生と原因。(本田委員)

立_ 多くはうつる病気ではないこと。(本田委員)

0  1次 予防、2次予防が非常に有効であること。_
0_手 術、放菫墾治療、化学療法生どがあり、治療の選択」ュ土二奎五二

生
0  セカンドオピユオンの重要性。(以上、中川委員)

●  治療後のケアが充実してきており、怖くて苦痛の多い病気ではないこ
と。(北岡委員)

土_ がんになっても社会人として役割を果たし希望を持って生きている
走者、経験者が増えていること。(本田委員)

② 死、命に関する教育について
0  現代の子どもたちは、死が身近になく、死の提え方も個人で大きく違

う。自分たちには縁が無いと思っている夏につιlI、 人と二て生まれた
からには必ず死が訪れる。しかし、それまでは「1日 1日 を大切に生き

0  がん患者やがんについての映像を見せて、がんの具体的な様子を知ら
せる。そこで、がんへの理解を深め、がんにならないようにするために
は、自分たちは何をするべきかを考えさせる。(以上、前川委員)

●  病気の知識だけでなく「いのち」の大切さについて考えられる内容を
目指す。患者・家族等の意見を反映した上で、がんのこと、いのちのこ
とについて考える目1読本を作成できないか。(松本委員)

0  小児がんについても、通リー遍ではなく具体的な内容で授業を行う。
(い のちの大切さにもつながる)(前川委員)

上_ 命あるものは死を免れないと言う自然の摂理を学年に応じて教育す
ることが大切。生と死を自分のものとして、社会として考える時間を持
つことが重要。具体例として、人の死に関しては、主に病死、事故死、
自殺などがあるが、現実には3人に 1人はがんでなくなられている実情
を学年に応じて教育。その中から命の大切き、死の専厳に加え、病院な

どに対する家族・パー トナー、社会人としての助け合いや支援の必要性、

重要性を教育する。(上田委員)

0 _ア ニメによる授業の結果、生徒Jさ ら [命 の大切さに気づいl_ 上ゝ 二 .

aが ん予防に関する教育について

(1)喫煙 (→肺がん、喉頭がん、食道がん、口咽頭がん、膀艦がん、膵が

ん、腎がん、胃がん)

0  喫煙は発がんのリスクがあり、副流煙は家族にも影響がある二とを明

記する。

0  例えば授業の中で、タバコの煙を口に吸い、それをティッシュに吐き

出すと、ティッシュは茶色になる。「タバコを吸うと肺の中はこのよう

に、なる」と、実際に子どもたちに見せ、喫煙の害を実感させる教育。

(以上、前川委員)

0  タバコの影響を防ぐことで発病リスクを下げることができることの

教育。(北岡委員)

0  すべての/AN共 施設、学校、飲食店、道路上での喫煙を法律で禁上し、

罰則を課する。(田村委員)

(2)肥満 (→早Lがん、子宮内膜がん、大腸がん、腎がん、食道がん胃がん、

肝がん、1率がん)

0  幼稚園より家族、小学校より本人と家族に肥満対策を行う。栄養、運

動に関する教育を講義だけでなく実習・研修を含め行う。(田村委員)

(3)アルコール (→早しがん、食道がん、肝がん、口咽頭がん、膵がん)

0 アルコール自販機の撤去、成人であることを確認のうえ販売するよう義

務づける。 (田 村委員)

(4)感染症 (HPV、 HBV)

0  中学校 1年 (小学校高学年)か ら性教育、疾患についての正確な知識

の伝達を行う。(田村委員)

●  予防法について (ワ クチンなど)保健体育の授業で教育を行う。(原

委員)

0
のないよう、公費助成によるワクチン性種が開始されたことを契機とし

て、HPVと 子宮頸がん発症に⊇いてのIE LLl知饉を伝二登二とは急務。



性感染症であるという誤つた認識が広がらないよう取り組む。(松本委

ユ

④ がん検診に関する教育について
0  がん検診の意義と対象となる年齢について、保健体育の授業で教育を

行う。(原委員)

◇  多いガンについては検診が有効なものもあること、早期発見で治すこ

とや予後を良好にできることについて教育。(lL岡委員)

0  子どもへのがん教育と共に、教師への教育が必要。まず、がん専門医

の協力を得て、保健体育の教師にがんのことを教える。(前川委員)

0 _ア ニメによる授業の造果、生徒から「検診を受けるようにした壼上と

ぃった感想が多く寄せられた。(中 川委員)

⑤ 業に関する教育について

0  薬害肝炎検証・検討委員会の最終提言などに基づき、今年3月 に厚労

省と文科省で中学 3年生を対象とした薬害を学ぶための教材「薬害って

何だろう」を作成した。医薬品と健康被害を学ぶことは重要であり、こ

だ。ただ、医薬品等の進歩により、これまで治療

法のなかつたがんや難病の治療が大きく向上していること、大きな社会

問題となっている「 ドラッグラグ」などの問題が置き去りにされていて

豊、教育という意味ではパランスを欠いてしまう懸念があるため、そう

した面も、がん教育等の中で含める必要があるのではないか。(本田委

員)

⑥ 放射線の影響に関する教育について

0 東京電力福島第一原子力発電所から大量の放射性物質が拡散する事

故が起きたことで、国民の放射線に対する不安が高まつている。放射線    、

を怖がる背景の一つに、将来の発がん性の問題がある。正しい知識がな

いため、福島から避難してきた子どもたちに「放射線がうつる」といつ

た心ない発言がなされる “事件"があつた。そうした風潮の中で、放射

線治療中への誤解や治療中のがん患者の中には肩身の狭い思いをして

いる人も出ていると聞く。がん及びがん治療への正しい知識の普及がな

ければ、すでにがんに罹患している患者、及び放射線治療に対する偏見

を助長する可能性もある。

立_ 文部科学省は放射線の基礎矢口識を学ぶ小中高向けの副読本を作ること

を決めたという。がんとがん患者への偏見を助長しないよう、放射線を学

ぶ副読本の中身について、がん患者の視点で意見、チエックをする過程も

必要ではないか。(以上、本田委員〉

0 _がんの放射ユ治療やセカンドオピニオンに開する学校教育が重要であ

…
6.教育者の確保について
0  がん教育 (保健体育)に関して、精通した教諭はいない。

立_ 学校の教諭ではなく専門家からの映像を使った授業が必要ではないだ
ろうか。例えば県が、がん専門医に依頼し、何人かで、各学校や地域でが

ん教育をする。(以上、前川委員)

0  アニメ上映など、教塵]と 生徒ヵ:Lヽ っ_し ょに学習できるような仕組みが必
要。教師が使う教授用資料などの整備も重要。 (以 上、中川委員)

●  がん相談支援センターのある病院職員が地域の学校等に出向き、地域実
態に沿つた情報提供をする。

0  身近な地域の社会資源を活用する。(以上、北岡委員)

0  がんに関する学会の学会員を動員して講演や授業を行う。(前原委員)

0  学校医、学校保健会を利用してがん教育を進めていく。(保坂委員)

0  県、市町村レベルで、元、現職医療職+市民が教育者になって、場は、
地域の市民講座や、学校教育、住民の地区自治会などの地域のコミュニテ

ィーを活用しさまざまなレベルの教育プログラムを実施。(松 月委員)

6.配慮の必要性について

0  情報の処理能力が未発達であることや感受性が強いというこどもの特

貨に配慮して、怖がらせないような教育法が必要である。(原委員)

0  中学生に授業を行つた経験から、また厚生労働科学研究の調査結果から

は、がんに関する教育によつて恐怖心が増加することはない。(中川委員、

松本委員)

土_ 無知であることよりも、がんについて本当のことを知ることが大切。(前

川委員)

●  家族の喪失体験や闘病中の塚迭壷持⊇子ども全の配慮、2ォ ローアップ

についても検討、準備しておく必要がある。(本 田委員)

0  がん教育の経験上は、学校側は心理的配慮の必要性を感じている。(中

川委員)



フ 患者・家族に対する教育について

0  がんを慢性疾患と考えれば,患者の疾患の理解・治療方法の理解・方法
の選択基準・受けられる支援のすべてなどを情報として手に入れるには時
間はある。そこで、検診で発見され確定診断がつしヽてから命を終えるまで
の時間のすべてが学びの支援を受けられる「教育の時間」と考えてみる。

●  緩和ケアの概念を、次のように定義してみる :緩和医療 (かんわいりょ
う)と は、生命 (人生)を青かす疾患による問題に直面している患者お
よびその家族の、00L(人生の質、生活の質)を改善するアプローチでぁ
る。苦しみを予防したり和らげたりすることでなされるものであり、その
ために痛みその他の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問
題を早期に発見し、的確なアセスメントと治療を行うという方法がとられ
る (lVHOの定義文 2002よ り)。 緩和ケ7(pa‖ iative careパ リアティ
ブ・ケア)と も。

●  がんが見つかつたら緩和ケアがスター トすると考えると、教育の時期は、
発見初期・検査、治療期・治療が終了した空白期・再発期・再治療期・回
復見込みがなくなる時期・終末期になる。

●  教育対象は患者・家族・医療者・市民・学童、学生である。
●  使用する医療用語については医療職と市民、患者との間には認識の差が

存在する。(以上、松月委員)

8 患者・家族に対する教育の解決策

●  患者・家族の学びの支援はすべてのステージで行われる必要がある。現
状は専Fl職による一方的なガイ ドラインやマニュアル、息者必携などの情
報発信が主流であり、それぞれの個々の患者の理解や納得、悲嘆や不安の

感情を伴った心の整理がつかないために受容できず、また分かり難い「病
院のことば」のために混乱している人間への支援はほとんどできてぃない。

こうした課題に対して、症状や病状、疾患の理解、今後の治療方法など
患者という人間のおかれている現状のより正確な理解を促すためには、通
訳者 (all訳者)が必要である。患者自身が手に入れたWebバ ンフレット、
テキス ト、病院からの説明などの情報すべてをもって、一緒に考えてくれ
る場が患者の自宅のそばにあるとよい。例えば、その役割l」I外来看護師、

訪間看護師、居宅介護従事者、地域の民生員などのような者が担えるので

はないか。現在、就業していない女性医師や看護師などを地域で活用して
はどうか。

●  相談・支援ができる医療職が不足しており、ピアサポートの活動はその

チームの元気度に依存し二協働できていない。

こうした課題に対して、ビアサポーターの力も借りて、医療者とのミッ

クスチームで、ケーススタディから、知識を増やしノウハウを身につけて、
一定の教育と体験を積んだ人は、教育者に任命してはどうか。また、医療
者も市民も同じ実践の場で学んではどうか。(以上、松月委員)

0  がん治療経験者の 50%が何らかの社会復帰をしている今日、自分達の
できる範囲で、多様な悩みを持たれているがん患者の間き手、相談者 (支

援者)と なっていただく。その為にはがん経験者に科学的ながん医療の実

情をカリキュラムに沿つて教育を受けた人を認定して、peer supporter

として病院内外でがん患者さんの支援活動を行つて頂く。(上田委員)

0  大人の認識や習慣は、生まれ育つた地域や住んでいる地域の慣習、環境
などの要因が大きく関与しているため、住民の当たり前になっている認識
や習慣に働きかけ、新たに正しいものに変え、自分の体の状態に関心をも

ち、予防していく力をつけていくには、ある程度の時間と労力が必要にな

る。従って、洗練された健康学習プログラムを習得した専門職 (保健師)

を増やす研修の仕組みづくりと予算措置が必要である。 (北岡委員)

9 医療者への教育の課題と解決策

0  がんの専門家が国民に分かりやすく説明できる能力を高めるため、学会
が会員に対してコミュニケーションスキル向上の研修を開催する。

がん対策を担う、結びつきのゆるやかな医療者の全国組織を作り、医療

者がその自覚を持つて普段のがん診療や、その他にがん対策において重視

されている施策や教育などの普及や発展を強力に推進する基盤としては

どうか (各医療者の使命感に頼ることになる。手弁当は覚倍の上。)。

国による新しい組織の創設は現実的ではないので、がん関連学会が会員
に対し、がん対策を担う上での業務負担や義務と責任を説明し、がん対策
の一環としての個別の協力要請を行い、実績報告を求めるなどの取り組み

を協同して行い、その活動を国に報告することにより、全国的な組織と位

置づけても良いと考える。

国はこの取り組みに対して可能な支援を行う。(以上、前原委員)

がんプロフェッショナル制度の経続・充実によるがん専門実地教育の拡

大。

各種がん関連専門医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の認定制度の整

理・充実。

医学教育機関に腫瘍内科講座の設置の推奨・拡大。(以上、上田委員)

国民・患者・医療者を含めた教育の課題と解決策

０

●
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0  国民の関心を喚起し、がん対策への協力を促すため、アニュアル・レポ

ー ト (年次報告書)を作成・配布することで、がん対策推進協議会で集中

審議された重要案件、重点施策と予算、厚生労働省・文部科学省・経済産
‐
 業省の様々な取組についての国民の理解を深め、協力を促す。(員島委員)

0  患者の臨床試験への関心や参加への意欲を高めるため、①がんを制圧す

るためには「がん研究」の促進が重要。「がん研究はいのちを救う」、とい

うメッセージを国民に向けて発信する。(員島委員)②臨床試験の広報を

強化する。犠牲になる、実験台にされる、といつたマイナスのイメージを

払拭する。(前原委員)③患者に検索しやすく、理解しやすい形で臨床試

験情報を提供する。 (員島委員)

0  国民が非科学的な情報に感わされないように、科学的知識の底上げを図

るため、日立がん研究センターまたはがん関連の学会が中心となって事務

局を組織し、がん関連の氾濫する情報を収集し、科学性を検討して情報発

信する。

●  ビジネスの事業主体や、時にはがん治療の専門家による非科学的な情報

発信や、事実であつても極端で詩張された方法による情報発信に対して、

国立がん研究センターやがん関連の学会が協同して警告する仕組みを作

る。

●  予防、診断、治療の最新情報を、全ての医療者に届ける仕組みを作り、

患者にも分かりやすい内容で同様の仕組みを作るため、ITを活用した情

報発信と、分かりやすい内容の情報媒体の開発を進める。(以上、前原委

員)

●  緩和ケアの概念が患者にも、医療者にも普及していないことから、①医

師、看護師、コメディカルの各学会や団体が患者や、市民も巻き込んで作

成する。(松月委員)

0  医師がまず、緩和ケアの概念を理解するのが先決であり、息者にしっか

り緩和ケアについて説明することができるくらい理解することが必要。

(前川委員)

0  がんの予防、検診、治療、緩和医療終末期医療の科学的知i戦の普及、啓

発。

●  ボランティア活動のフィール ドとしての意義。 (以上、上田委員)

0  今後、様々な場面におけるがん教育が、協調、連携して行われるよう、

教言の内容や実施方法を公認する場が必要ではないか。(天野委員)

0  本協議会において、「義務教育段階で、正式に『がん教育』を実施すべ

き」との認識の一致をすべきである。

0  キーワー ドとして、教師・学校医・がん専門医を視野に入れ、三者での

¨
川委員)
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資 料 4

小児がん専門委員会報告書に関す る委員か らの意見のま とめ

1   医療提供体制について

0 小児がんセンターを作るべきか、テル ドレンホスピタルを作りその中に
小児がんの部門を作るのか議論した方が良い。(上田委員)

0 大学が拠点としてやっていくためには、少な〈とも小児血液腫瘍講座と
いうものを立ち上げることが必要。(原委員)

0 小児がんの診療を集約化すると、それ以外の医療機関で小児科医ががん

患者を診ることができないという課題がある。また、子どもの入院、通院
によりその家族にも負担が発生することを踏まえて、拠点病院を幾つ整備
するか検討すべき。小児がん診療を拠点化した結果、デメリットだけが発
生しないよう、これらの課題について考えていくべきである。(保坂委員)

0 小児がん拠点病院の要件を決める際には、地域の実情に合わせた形で、
例えば子ども病院なども拠点病院になれるような制度設計にした方が良
い。(中沢委員)

● がん種によってきまざまな病院を波り歩かなくても済むよう、全てのが
ん種を診られるワンス トップのようなセンターができないか。(員島委員)

0 小児がん拠点病院の質を担保するために、第二者機関の整備が必要 (天

野委員)。

◇ 小児がんセンター構想について、我が国だけでなくアジア全体を網羅す

るような大きな拠点となるような施設も視野に入れるべき。

0 小児がんは①小児白血病、②胎児性腫瘍、③肉腫から構成されることか

ら、それぞれについて症例が多く集積され、専門家が診療している医療機

関が拠点病院や小児がんセンターの候補であると考える。

● 小児がんの専門家は数も限られている上、各地の医療機関に散在してい

ると推測される。小児がんセンター (仮称)に さまざまな機能を集中させ

る際には、専門家も集中させる必要があると考えるが、各地で勤務してい

る専門家の異動や転籍が可能なのか不透明てあることから、小児がんセン
ター (仮称)に機能を集中させることの実現性については、小児がんの専

門家に聞くべき。

● 小児がんを克服した患者のフォローアップ体制を構築するため、地域の

医療機関、小児拠点病院、がん診療連携拠点病院が、連携できる体制を構

築する必要がある。(以上、前原委員)

0 小児がんのセンター化により、患者を集約すると、生活圏で医療を受け
ることが出来ず、患者や家族の負担が大きくなることが懸念されることか

ら、慎重に検討すべきである。 (北岡委員)

2  長期ケア・教育等について

0 小児がん患者は成人以上に生存者の長期ケアが重要。経済産業省主導で

総務省、厚生労働省もカロわった国家プロジェクトとして小児がん長期ケア
事業が動いているが、是J卜、こういつたプロジェクトとの整合性を取つて
欲しい。(前原委員)

0 小児がんと告知された患者及びその家族が、長期フォローアップで道遇

するさまざまな障害に関して、一番早い段階からオリエンテーションクラ

不といつた教育を受けられることが必要。(員島委員)

● 晩期合併症に対する長期フォローアップのための支援については、生活

圏にある既存の社会資源 (支援体制)を有効活用していけるような情報収

集と情報発信および必要な支援体制の提示が必要である。(北岡委員)

3. 小児がん医療について

0 思春期がん、若年期がんの患者は、小児のプロトコールならば比較的高
しヽ確率で治癒が期待できるのに、成人のプロトコールを施行されて結果的

に難治になることもある。適切な治療を行うことが必要。(天野委員)

0 小児がんにおいてもチーム医療で、質の高い医療を住んでいる地域に関

係なく受けることができるような地域連携ネットワークシステムの構築

について検討が必要である。(北岡委員)



4、  その他

0 治療後に合併症や精神的・身体的苦痛を背負つて生きていかなければな

らない患者・家族に対して、医療のサポー トだけでなく、経済的、就労的

な問題も含めたサポー トが必要。(天野委員)

0 例えば

'出

腫瘍についてはプロトコールに沿うて診療していることから、

小児がんに関する病院間格差や欧米と日本の治療成績の差の有無につい

てはデータをもとに判断する必要がある。(嘉山委員)
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緩和ケア専門委員会報告書に関する委員か らの意見のまとめ

0 緩和ケアの正しい知識の普及啓発が大切。患者に十分にわかってもらうこ
と、誤解を解くことが、医療者、患者双方にとって重要。

● 緩和医療というのは心の領域も入っており、このことを文言で触れて欲し
い。(以上、花井委員)

● 地域によって緩和ケアの格差が大きいと感じる。平均点に対して遅れてい
る地域にはメリハリをつけて重点的に対応しても良いと考える。

◇  どこに行けば緩和ケアを最初から受けられるのかといった情報発信が必
要。(以上、長島委員)

● 疼痛緩和に使用される保険適用外の某剤に関する問題は非常に大きな問
題。緩和医療学会などでは毎回問題となっている。(江 口委員)

0 全国のどこの地域に住んでいても、がんと診断された初期段階から緩和ケ
アを受けられるために、それに関わる医療従事者を増やすための研修体制及
び研修の質の検討と同時に、患者がより質の高いケアを受けられるようにす
るため、医療従事者の研修体制整備を検討する必要がある。(北岡委員)

0 緩和ケアについて、がん告知後すく■こ始め、切れ日なく実施することが必
要であり、患者・家族が望むときにはいつでも提供されることが重要である。

● 緩和ケア研修について、患者や塚族等の視点を取り入れたプログラムの検
討が必要である。

● 緩和ケア研修について、看護師や薬剤師などの医療従事者だけでなく、介
護従事者などの社会福祉関係従事者に対しても必要である。

◇ 患者・家族が身体的苦痛だけでなくあらゆる苦痛を路躇なく訴えることの
できる環境が重要であり、緩和ケアチーム、外来、相談窓口という受け皿作
りだけでなく、そこへ確実に辿り着けるシステムの構築が必要である。

0 第2の患者とも言われる家族へのケアや、遺族へのケアのあり方について、
これまでは患者と一体で考えられる事が多かつたが、家族には家族の、遺族
には遺族の音痛があり、それぞれに対応した取り組みが必要である。

◇ 患者・家族、医療従事者双方の理解が促進されるための情報提供を進める

とともに、治療と並行して緩和ケアチームからの専門的ケアを受けられるよ

う、チームの設置数だけでなく、その適切な利用が進むような支援体制が必
要である。 (以上、松本委員)



がんの手術・放射線療法に関する委員からの意見のまとめ

1.手術療法

0 より安全で侵襲の少ない治療を願うが、拠点病院ならどこでもできると
いうわけではない。腹腔鏡手術の選択肢が患者に示されずに、結局、開腹
手術を選択したという例もある。外科治療の均てん化は道半ばと考える。

● 外科手術の待機時間の長さに不安を訴える患者力く多い。一方で、医師も
疲弊している。患者を守るためには、まずは医師を守らなければならない
のではないのか。「外科治療の向上」を明記して欲しい。(以上、花井委員)

● 基本計画策定時には、強化すべき点が重視されたため、外科医の強化は
盛り込まれなかった。文科省の「がんプロフェッショナル養成プラン」の

中で、ある程度外科医の育成も図られているが、現状として、外科医に特
化した施策は無いと理解している。(Fl日会長)

0 手術が 2ヶ月先では不安。外科医の3Kの環境は不安材料なので、外科
医の 育成や環境の整備を進めて欲しい。また、手術の種類毎に「良ぃ病

院はここ」といった情報も開示して欲しい。(員島委員)。

' 
外科医の減少は憂慮すべきだが、具体的にどれくらい必要なのかという

ことを医療界から示すことが重要。(本田委員)

● 外科医の技術の差で、患者の予後が決まると聞いている。外科医の技術

向上のための施策が必要。 (前りl!委員)

0 がんにおける外科療法の治療成績は、世界でもトップクラスであるにも
かかわらず、国内での施設間格差が存在し、また一部の高度な医療機器を
用いた手ffi等への対応が遅れていることから、いわゆる固形がんの多くの

患者が受ける外科療法の高い水準での均てん化を推進するために、1重瘍外

科医の育成等に資する施策を検討・推進すること。(天野委員)

0 国民の立場からすると手術待機の長さは問題だと思うが.外科医不足が
要因なのか、医療機関による技術格差によつて患者集中がおこり、待機時

間が長くなっているのか、実態把握を行い、優先的に解決すべき要因に対

する対策を具体的に検討することが必要。

● 外科医不足の深刻さは理解できたが、その解決策として今後 5年間にど
の位の外科医を増やせばいいのか、そのために具体的にどのような制度の

見直しや育成する仕組みがあればいいのか検討が必要。(以上、北岡委員)

2.放射線療法

0 放射線医だけでなく、多くの医療者が「力ぐんプロフェッショナル養成プ

ラン」で雇用されている。(事業の終了する2012年 に)2012年 シ

ョックがおきないよう、文部科学省には「がんプロフェッショナル養成プ

ラン」の継続をお願いする。

0 日本の診療放射線技師のレベルは高いがそれだけで放射線治療を担う
には限界がある。医学物理士の雇用を進める環境整備が必要である。一方、
lTを使つた遠隔サポー トのようなシステムも考えていく必要がある。

● 放射線治療は、多くの場合、外来通院で行われるが.毎日診察すること

が原則であるが、息者の急増 (過去 lo年で 2倍)のなか、「毎日診察」
は現実的ではない。(以上、中川委員)

● .拠点病院と地域の病院連携により、ネットワークの構築をはかり、住ん

でいる地域に関係なく、より患者負担の少ない質の高い医療が公平に受け

ることが出来る仕組み (電子カルテ情報活用・患者情報の lCカ ー ド化な
ど)を作る必要があるのではないか (地域格差の解消・医療へのアクセス

の問題解消)。 また、先駆的にそのような仕組みづくりを行おうとすると

ころを支援できるような施策を行い、それによってどのような効果や課題

があつたのか評価も行い、随時検討していくことが必要ではないか。 (北

岡委員)

0 医師が自由に科を選択できる中で、外科医や放射線治療医が不足してい

るという状況を解決することは困難。学会同士でしっかりと協議をして頂

いて、どう共働してい〈のかという鮨し合いをお願いしたい。(松月委員)

0 放射線治療において、IT技術を積極的に取り入れて地域連携を進めて

はどうか。九州・東北地区でもこのような動きがあると聞いている。 (前

原委員)



0 アメリカでは、ある専門領域に医師が少ない場合には、その領域での若

手医師 トレーニングに補助を出し、反対にある領域に医師が多い場合には

補助をHllる といった制度がある。学会の力は限られていることから、厚労

省・文科省が協働して後期研修で着手医師が自分の専Fl領域を決定する際

に、専門性の偏在化がおこらないような措置を講ずる。すなわち、外科、

放射線治療部門、化学療法部門のように「治療科」はトレーニングがきつ

いため入局が少なく、きつくない診療科に多くの医師が入る。医師の専門

性の偏在化をあらためる工夫が必要。(田村委員)

0 社団法人 日本専門医制評価・認定機構など、第二者的な機関が認定す

るシステムを作らなければいけない段階に来ている。厚労省でも委員会が

立ち上げられており、問題は認識されている。長期的な議論になると思う

が検討していくべき。 (Fヨ 田会長)

● 放射線治療は、胃腸のがんを除く多くのがんで、手術と同程度の治癒率

をもたらすが、先進国の中では施行割合が低く人材も不足している。

● 医学部などにおける放射線診断学と放射線治療学の講座分離を進める

必要がある。

0 医師国家試験のなかでの放射線治療分野の出題を増やし、モデルコアカ

リキュラムの見直しも必要。

● 放射線治療についての啓発冊子作成やインターネット経由での情報提

供などが必要。

● 学校でのがん教育でも、放射線治療およびセカンドオピユオンの考え方

を学童に学んでもらう必要がある。(以上、中川委員)

0 がん診療連携拠点病院の中には、放射線治療機器等を整備できず、指定

を外れる施設がある。また、機器等があつても放射線治療医や医学物理士

などの医療者が十分にいない施設や、機器等の整備に関わるコストに見合

う患者数が集まらない施設もある。放射線治療に関わる医療者の育成を引

き続き進めるとともに、放射線治療機器の整備にあたっては、重粒子線・

陽子線治療に関わる機器も含め、適正な整備について検討すべき。(天野

委員)
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第24回がん対策推進協議会
参考人発表

化学療法について

名古屋大学大学院医学系研究科

血液・腫瘍内科学

直江知樹

、平成23年9月 9日 (金 )
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1:1お翼雇ま出記″:撃lb島 ⇒
抗がん薬のキ見と開発 (1“6年→

年)

―化学療法

―魔法の弾丸

・ エミール・ア詢レフ・フォン・ベーリ
ング(18“年‐1917年 )北里柴三
郎(1853年‐1931年 )

―血清療法
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抗がん剤の発見は偶然から{1946-)

■
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マスタードガス→アルキル化剤∈》―“C監:

カンプトテシン

に細胞分裂にかかわるいずれかの分子を標的とする

籠小管
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饒

‐
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への特異性は
なく、造血抑制
をはじめとする
毒性が高い

・ アルキル化剤       ・ DNA二重鎮

・ 代腑拮抗剤        ・ oNA合成、RNA合成
。 天然物

― タキサン類         ― 薇小管脱重合
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1化学療法の発見から進歩、分子標的時代へ
|

1950 1960 1970     1980     199o 2000 2010

血液IE綺にとつて■要な抗が
ん剤の開発

アルキル4し剤
代働拮抗剤

固形順瘍にとつて重要な抗が
ん剤の開発
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トポイツメテーゼmtH
フッイしピリミジン

テロシンキナーゼlE書嘉

IL… と

`t号

1‰.ィド 1 、リツキシマブなど)

i支持療法の進歩

匝 赫 1

□
臨床試験の大規模化。日
際化

がん薬物治療への関心の高まり

■997年 新GCP施行
―治験環境の変化

多施設共同研究の活発化
―エビデンス重視

医学ジャサ ルのインパクトファクター

。新薬:特に分子標的薬の登
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各種悪性腫瘍に対するがん化学療法の有効性

:治癒が期待できる| B群 :延命が期待てきる

化学療法単独での治饉は難しいが大半の症94
で延命が十分に期待てきる。再発予所目的の
術後療法や集学的治療も行われる。
乳がん、卵彙がん、小細胞がん、多発性骨髄腫、
非ホジキンリンパ腫(低悪性度)、 慢性骨髄性白
血病、骨肉腫、前立腺がん、大腸がん

雄禁遠欝進再E雲変
期待でまが期ヒ学

|

1最轟軋 i集
擦ど鵬 rジ

C群 :延命が期待‐ るL________

¨ られない 延命効果 |
は得られるがその割合はB群に比べると少なく

'観

編:盤雛 守|

急性骨髄性白血病の全生存率

(1987-2008,」ALSG試験)

‐移植例打ち切 りにせず―

…458%

179%

240●/

182%

88%

71%

AML201(N=1057)
AML97(N=809)
AML95(N=430)
AML92(N=582)
AML89(N=239)
AM L87(N=198)
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急性骨髄性白血病治療成績
(JALSG AML20露 研究 、N=1057)

婦団
中間群

165%〕

78%

lo m“ ● ●

“ "“

不良群 47%
i1096〕

1993年 :CHOPよりもより強力かつ
多剤を併用した治療法はCHoPと

同等の成績{口sher R′ et aL}

2004年 :cHoPの治療間隔を短縮した
CHOP‐14は高齢者で優れている
(Pfreundschuh M et al)

20■ 1年 :高齢者も含めcHoP_14は
CHOP‐21と同等である (JC06)、 R‐CHOp
でも14日 間隔と21日間隔は同等(UK、

GELA)

常串
=奢



R―CHOPはCHOPに勝る(60才以上進行期DLBCL
を対象としたGELA試験長期成績 )
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非小細胞肺がんにおける遺伝子異常 :不均一
性と分子層別治療の可能性

PalkP κ etBL JC0 201,

「肺がん遺伝子」の発見とALK阻害剤の効果
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がん対策基本法 (平成18年 )

がんの予防及び早期発見の推進
―がんの予防の推進
―がん検診の質の向上等

がん医療の均てん化の促進等
…
暑麗撃薯捌書機「

技能を有すo医師:?他の医
_

_黒冤奮署8署璽重活の質の維持向 撃発温需種静

研究の推進等        諾鷲獄轟梅

F毎警皇獣箱撃
組

改革と問題点

ぉ象錆 教育シ寿ム

鮎紺
療法室などの整備が進

言輛塁渕 寺霞建
宇ォ理融 彗[同
桑薔兼春早乳著鮨肇3ξ

報

:鰭善量ξ:考琴島漏巽昇子るよ事雪
ドラッグラグの解消への取り組み

準型彩疑議督享参奇要サビ

畜察]セ機童病院間の格差が

囃 趙 脚 鵬

学生教育での取り扱い

臓器別診療の壁
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認定医・専門医制度
1 薬物彙法に関する十分な

=礎
的知菫がある_

2 標準的な治燎を正しく理解し、実施できる
3 篠{し学彙法に伴うEl作用に遭工に対処鮭 る
● EBM割生のための臨床●験が実施できこ
5 侵和医療がせ る

栞物燎法に関する十分な薔礎
的知がん治■の全相 (初期滲
断から終末期E●まで)におけ

8翻里]摩書ξ闇彗『:F関
して

篤 露魏需轟性
歴 3闇織 おtlに適工E燎0●●に協力腱
え鷺 蹄 1
外科治療.豪鮨燎法.放射線
燎法など各々の専門領城にお

鶏 嵩磐蝠
研

需督躍鰤
しく理解織

臨床腫瘍医、のキャリアパス
大学・大学院   ―餃病院 がん専門病院   責格

スタッフ

壁

博

客

群

拝

昨

昨

斉

眸

痺

‐ｏ年

こ

■
早

:大学院

:

|
～5年目

内科認定医
:

:

]

↓

がん菫輸姜法●H

単位

:    :
:    :
:    :
:    :
:    :
:    :

11



がん診療の縦と横
肺がん:腫瘍内科?呼吸器内科?

がん医療チーム
臓器別の専門医
臨床腫瘍医(抗がん薬治療の専門)

がん化学療法認定看饉師
抗がん剤専門薬剤師
緩和医療チーム

睡眠時無呼吸症候群

原発不明がん

名大病院化学療法部の紹介

<スタッフ>
・ 医師 8名 (うち大学院生4名 )

。 看護師 (研究をサポート)1名

く仕事の内容>
。 外来化学療法室の運用

・ 化学療法の相談
。 他のカンファレンスに参加

・ 緩和ケアチーム

・ 化学療法のレジメンを整備
。「がんプロ」(がん専門家の育成 )

。 抗がん薬の臨床試験 (治験 )
名大病院 外来化学療法室

12



名大病院外来化学療法室 名大病院緩和ケアチーム
のカンファレンス〔通1回 )

朝の多職用助ンファレンス

外来化学療法室での対象がん一覧

医師 7名 (すべて専任)

看餞師8名 (バート1名 )

薬

"椰
7名 (2～3名常駐)

受付事務 1名

治農約30件ノ日
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名大病院で化学療法部が関わる院内
定期カンファレンス

・ ●7年秋より院外公00

「食道がん」カンファレンス

化学療法都・臨床試験

耳鼻科・放射線治療都合同

血液内科

小児科

呼吸器内科

泌尿器科(化学療法のみ )

消化器内科(適ロ

食道(2-3ヶ月に1回)*

乳腺外科■

婦人科・放射線治療部(隔週)

大腸(隔週)

化学療法医のスタンスの違い

血液がん

―血液内科でのメインな疾
患

一化学療法で治癒の得ら
れる腫瘍

―移植医療も大きな役割

―多くは診断からターミナ
ルまでケア

ー基本的には内科間の連
携

・ 固形がん

―治癒は根治切除術のみ、
外科にとってメインな疾患 ′

―進行期や非切除例をすべ

て化学療法科で扱うのは限
界

一チーム医療の構築が急務
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なぜ君は○○科を選んだのか?選ばなかったのか?

学生時代
何となくおもしろそうだった
先生が親切だった
研究できそうだった

研修時代
先輩に誘われた
治療がよく効いた
患者に感謝された
治療チームが楽しかつた
周りがみんな選んだ
学会で発表して興味が出てきた

興味がなかった
専円的すぎる
患者が少ない
開業に向かない

良い発生がいなかった
雰囲気が悪かった
3K職場だった:死亡が多い
忙しすぎる

ill!11::デ

′レ

院内拠点としての化学療法部を整備
することが必要

・ 人材育成のみならず、院内拠点としての化学
療法部など受け皿の整備が重要

・ 診療科との連携をどう築くのかがポイント
0コンサルテーション、レジメンの管理、緩和ケ
ア、医療安全、地域連携、医学研究も担う

・ 多職種によるチーム医療が発揮される場

・ 次の世代の化学療法を担う人材育成の場
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